
薬剤師が在宅医療に係ることの意義

川崎市薬剤師会介護支援委員会

平均寿命と健康寿命との差
男性約10年、女性13年
多くの人が、支援や介護を受けている。

高齢者は、複数の医療機関を受診し、
多くの医薬品を服用し、服薬自体が
複雑になっていることが多い。

薬剤師が在宅医療に参加することで、
家族や周りの方々の薬に関する負担を
減らし、患者のQOLや治療効果を高める
ことができる。

令和４年6月23日 矢野 裕一

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
薬剤師が在宅医療に係わる意義について話をします。途中資料のページが多くありますが、興味があったら詳しく調べてください。平均寿命が延びた一方で、健康寿命とは約10年の隔たりがあり、多くの方が最後の10年間を支援や介護を受けて生活されているのが現状です。高齢者は、複数の医療機関を受診していたり、多くの医薬品を服用していたりと、服薬自体が複雑になっていることが多いです。薬剤師が在宅医療に参加することで、ご家族や周りの方々のお薬に関する負担を減らし、患者さんのQOLや治療効果を高めることができます。 



在宅医療とは

・患者さんの自宅に訪問して行う医療行為
①通院が困難な患者さんが継続医療を
希望するとき

②治癒が困難な場合で住み慣れた家で
治療継続を希望するとき

・先端医療の「治す医療」とは対極

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
在宅医療とは患者さんの自宅に訪問して行う医療行為であり、通院が困難な患者さんが継続医療を望むとき、治癒が困難な疾患で家での治療継続を望むときに行われます。先端医療の「治す医療」とは対極です。大変地味ですが大切な医療です。



・日常生活の行動性の低下した高齢者
（いわゆる寝たきり老人）

・神経難病患者や外傷後遺症患者などの
小児や若年の障害者

・悪性疾患の末期患者

在宅医療の対象者

長い付き合いになることが多く、家族の負担
も大きいのでレスパイト（介護疲れ）が多い。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
在宅医療を受けている方はこういった方々です。いわゆる寝たきりやそれに近い方神経難病や何かの後遺症の方　若い方だけでなく小児の場合もありますので長いお付き合いになることが多いです。そのため家族の負担も大きいのでレスパイト（介護疲れ）も多いです。末期がんの方　最後は自宅でというニーズなので訪問数回で終了ということも多いです。



在宅医療を行うために

医療保険 1961年皆保険

医療を受ける際に利用する保険

介護保険 2000年～

急速に進む少子高齢化に伴う高齢者の介護問題
解決の手段としてスタートした保険法です。
通常４０歳から保険料の支払いが開始されます。

・薬については医療保険
・訪問については介護保険

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
調剤薬局の薬剤師は医療保険と介護保険のもとで在宅医療に係わる事になります。医療保険は皆さんが医療を受ける際に通常利用している歴史の長い保険法です。介護保険は平成１２年（２０００年）４月にスタートした保険法です。急速に進む少子高齢化に伴う高齢者の介護問題解決の手段としてできました。通常４０歳から保険料の支払いが開始されます。使い分け　　薬については医療保険、訪問については介護保険を使うことになります。



薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況
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２０２１年 在宅患者に関する診療報酬



訪問看護師・ヘルパーなど

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
在宅医療は地域包括ケアシステムの中の一部分です。大まかには在宅医からの依頼で薬剤師が動くわけですが、ケアマネさんや訪問看護師さん、ヘルパーさんなどと一緒に患者さんをサポートします。



高齢者が多い在宅医療 ～薬物治療の特徴～

9

 複数の疾患を合併
・複数の診療科、複数の医療機関を受診
・多剤服用による誤服薬
・重複投薬、薬物間相互作用のリスク大

 理解力、記憶力の低下
・アドヒアランス、誤服薬、残薬

 視覚や聴覚機能の低下
・誤服薬、アドヒアランス、残薬

 生理機能、生体機能の低下
・腎機能、肝機能の低下に伴う体内薬物動態の変化
・生体機能の低下による転倒、嚥下障害



薬剤師の在宅訪問により見つかった問題点

① 薬剤の保管状況
② 薬剤の重複
③ 併用禁忌の薬剤
④ 薬剤の飲み忘れ
⑤ 飲みにくさによる未服用
⑥ 薬剤の飲み過ぎ
⑦ 処方内容と食習慣の食い違い
⑧ 副作用の発症
⑨ 服薬についての理解不足
⑩ その他

日本薬剤師会「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに
居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」より

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実際には何をやっているのかということになるのですが来店する患者さんだけを見ていたらわからなかったことがいっぱいです。もちろんお薬手帳の確認やモニタリングで判明することもあります。訪問だと時間を使えるので発見しやすい。日本薬剤師会が行った「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」の結果このような問題が見つかりました。特に多く見られた問題が①薬剤の保管状況についてです。　これは冷所保管の薬剤が常温保管されていたり、遮光保管の薬剤に直射日光があたっていたりという形です。次が⑨服薬についての理解不足です。　降圧剤など慢性疾患の治療薬であっても、体調が良ければ服薬する必要は無いという認識の高齢者は沢山います。それ故に飲み残しが増えてしまう。初めて居宅訪問した際に家のあちこちから飲み残しの薬が沢山出てくる事は当たり前の状況です。この様な状況で残薬は年間５００億円あるという試算が出ているほどです。これはもったいないという面のみでなく、適切に治療が行われていないという事になります。適切な治療を行う事で体調改善が期待でき、将来的には使用薬剤の減量が期待できます。また目に見えない問題としては　認知症が進んでいる様に見えても、それは薬（安定剤・脳梗塞の意欲低下治療薬等）の副作用で認知機能が低下していただけというケースもあります。ここに挙げられている項目は薬剤師だからこそ発見出来た物であり、またそれを解決していくのも薬剤師であるべきです。これは一見、日々の服薬指導をきちんと行っていれば大丈夫ではなかと思われる内容ですが、実際にはご自宅に訪問しなければ浮かび上がらない事が沢山あります。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
一包化が基本ですが患者さんごとに管理の方法も様々です。患者さんに残った能力に応じて。足が悪くてお薬カレンダーだと手が届かないから箱がいいカレンダーに貼る　とか



在宅医療における薬剤師の主な役割

患者の家への医薬品・衛生材料の供給
患者の状態に応じた調剤（一包化、簡易懸濁法、無菌製剤等）
薬剤服用歴管理（薬の飲み合わせの等の確認）
服薬指導・支援
服薬状況と副作用等のモニタリング
残薬の管理
医療用麻薬の管理（廃棄含む）
在宅担当医への処方提案等
ケアマネジャー等の医療福祉関係者との連携・情報共有

在宅患者への最適かつ効果的で
安全・安心な薬物療法の提供

1
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・訪問看護師
・ヘルパー
・クリニックの事務スタッフ



多職種との連携が必要

・ケアマネージャー
・訪問看護師
・ヘルパー
・クリニックの事務スタッフ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
薬剤師がずっと一緒にいるわけではないので多職種との連携が必要です。特にケアマネージャーさん、訪問看護師さん、ヘルパーさん、クリニックの事務スタッフ先方も薬のことがわからない



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
行政でも在宅医療を推進するために協議会を置いています。



地域薬剤師会の活動内容

 アンケート
 パンフレット・連携手帳
 多業種の教育
 薬局・薬剤師の教育

 薬剤師ケアマネ教育
 在宅支援薬局
 多職種と研修会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
会員薬局にアンケートを取り現在の在宅関連業務の実施状況の確認、及び各薬局が積極的に在宅業務に取り組める様に薬局の研修等も行っています。



在宅療養支援認定薬剤師

一般社団法人 日本在宅薬学会が2013年より認定を行う専門薬剤師資格の一

つ。在宅療養を必要としている患者に薬剤師の専門性を活かした医療・介護を
提供し、在宅支援チームの一員として国民の保健・医療・福祉に貢献できる薬
剤師が取得できる制度。

医薬品のスペシャリストとして力を発揮している薬剤師が、在宅療養支援認定
薬剤師の資格を取得し、在宅医療で活躍することが期待されている。



まとめ


	薬剤師が在宅医療に係ることの意義��川崎市薬剤師会介護支援委員会�　　　　　　　　　　　　
	在宅医療とは
	・日常生活の行動性の低下した高齢者　　　　　�　（いわゆる寝たきり老人）��・神経難病患者や外傷後遺症患者などの�　小児や若年の障害者�　�・悪性疾患の末期患者�
	　　　　在宅医療を行うために��医療保険 1961年皆保険�　医療を受ける際に利用する保険��介護保険 2000年～�　急速に進む少子高齢化に伴う高齢者の介護問題�　 解決の手段としてスタートした保険法です。�　 通常４０歳から保険料の支払いが開始されます。�
	薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	高齢者が多い在宅医療	～薬物治療の特徴～
	薬剤師の在宅訪問により見つかった問題点
	スライド番号 11
	在宅医療における薬剤師の主な役割
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	地域薬剤師会の活動内容
	スライド番号 16
	スライド番号 17

